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許
協
力
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約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
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す
る
法
律
施
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則
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案
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旧
対
照
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文
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新
旧
対
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○
特
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協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）
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・
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
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○
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
七
十
三
条
の
三

法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
に
提

（
新
設
）

出
す
る
書
面
で
あ
つ
て
そ
の
提
出
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
提
出

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
出
願
人
又
は
代
理
人
の
住
所
若
し

く
は
居
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
営
業
所
）
の
属
す
る
地
又
は
滞
在
地
に

お
い
て
戦
争
、
革
命
、
暴
動
、
同
盟
罷
業
、
天
災
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
事
由
に
よ
り
、
当
該
出
願
人
又
は
代
理
人
が
当
該
提
出
期
間
内
に
そ
の

書
面
を
特
許
庁
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
出
願
人
は

、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
当
該
事
由
が
な
く
な
つ
た
後
で
き

る
限
り
速
や
か
に
当
該
書
面
を
提
出
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
証
拠
を
、
当

該
提
出
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
限
り
、
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
証
拠
に
よ
り
、
出

願
人
又
は
代
理
人
が
書
面
を
そ
の
提
出
期
間
内
に
特
許
庁
に
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
つ
た
原
因
が
同
項
に
規
定
す
る
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
出
願
人
が
当
該
事
由
が
な
く
な
つ
た
後
で
き
る
限

り
速
や
か
に
当
該
書
面
を
提
出
し
た
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
は
、
そ
の
書

面
を
こ
の
提
出
期
間
内
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
郵
便
業
務
等
の
中
断
）

第
七
十
六
条

削
除

第
七
十
六
条

法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
に
提
出
す

る
書
面
で
あ
つ
て
そ
の
提
出
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
郵
便
又
は
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信
書
便
に
よ
り
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
出
願
人
又
は

代
理
人
の
住
所
若
し
く
は
居
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
営
業
所
）
の
属
す

る
地
又
は
滞
在
地
に
お
い
て
戦
争
、
革
命
、
暴
動
、
同
盟
罷
業
、
天
災
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
由
に
よ
り
、
当
該
提
出
期
間
の
満
了
の
日
前
の

十
日
間
の
い
ず
れ
か
の
日
に
郵
便
業
務
又
は
信
書
便
業
務
が
中
断
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
そ
の
提
出
が
妨
げ
ら
れ
た
た
め
当
該
提
出
期
間
内
に
そ
の
書

面
が
特
許
庁
に
到
達
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
出
願
人
は
、
特
許
庁
長
官
に

対
し
、
そ
の
旨
を
証
明
す
る
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
証
拠
の
提
出
に

準
用
す
る
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
証
拠
に
よ
り
、

書
面
が
そ
の
提
出
期
間
内
に
特
許
庁
に
到
達
し
な
か
つ
た
原
因
が
同
項
に

規
定
す
る
事
由
に
よ
る
郵
便
業
務
又
は
信
書
便
業
務
の
中
断
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
出
願
人
が
郵
便
業
務
又
は
信
書
便
業
務
の

回
復
後
五
日
以
内
に
当
該
書
面
を
郵
便
又
は
信
書
便
で
発
送
し
た
こ
と
を

証
明
し
た
と
き
は
、
そ
の
書
面
を
こ
の
提
出
期
間
内
に
提
出
さ
れ
た
も
の

と
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


